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単 位 会 会 長  殿

一般社団法人日本建築士事務所協会連合会
会　長　　児　玉　耕　二     


「業務報酬基準の改正に向けた設計業務及び工事監理業務に係る実態調査」に
ご協力いただける建築士事務所の推薦のお願いについて（依頼）


　平素は、本会の事業運営にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、国土交通省では、「建築士事務の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準（平成３１年国土交通省告示第９８号）検討委員会」を設置して、告示第９８号の改正の検討を進めているところです。この改正の検討にあたり、基礎的な情報を得ることを目的として、設計・工事監理業務の業務量の実態を把握するための実態調査を令和４年４月に実施することを予定しております。
今般、国土交通省住宅局建築指導課より、建築関係団体へ実態調査にご協力いただく建築士事務所の推薦の依頼がありました。この実態調査は、建築関係７団体より推薦された建築士事務所を対象にしたＷＥＢアンケートにより実施するもので、適正な業務報酬を算定する際の極めて重要な資料となるものです。
　つきましては、貴会におきましては趣旨十分ご理解のうえ、下記の主旨に基づき実態調査にご協力いただく貴会会員の建築士事務所を令和４年２月２１日（月）までにご推薦くださいますようお願い申し上げます。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。

記
１．送付文書
・実態調査にご協力いただける建築士事務所の推薦のお願いについて（本書）
・別添１　調査協力の推薦候補建築士事務所数一覧
・別添２　実態調査対象建築士事務所の回答票
・国土交通省からの依頼文書

２．調査に協力する建築関係団体
（一社）日本建築士事務所協会連合会、（公社）日本建築士会連合会、（公社）日本建築家協会、（一社）日本建設業連合会、（一社）日本建築構造技術者協会、（一社）建築設備技術者協会、（一社）日本設備設計事務所協会連合会の７団体

３．調査協力を依頼する貴会会員の推薦候補建築士事務所数
別添１「調査協力の推薦候補建築士事務所数一覧」の貴会に該当する都道府県に示した建築士事務所数を依頼いたします。これより多くの事務所をご推薦いただいても構いません。なお、前回調査時よりも依頼数が増加しています。

４．調査の対象となる建築士事務所の推薦について
（条件等）
①ＷＥＢアンケートに回答可能な事務所であること。
②建築士事務所登録を行っている建築士事務所であること。
③アンケート調査対象のプロジェクトは、平成３０年４月１日以降に設計・工事監理業務を完了しているものとなっているので、これらの業務量の算出が可能な事務所であること。

（注意事項等）
※事務所の規模に偏りがないようにお願いします。
※戸建てや改修の業務を行っている事務所が入るように推薦してください。
※できるだけ専業事務所を推薦してください。兼業事務所ですと設計・工事監理業務にかかわる業務量が正確に算出できない場合があります。
※平成３１年の告示第９８号改正時に実態調査にご協力いただいた事務所を中心に、新たに追加する形で協力をご依頼ください（平成３１年の時に実態調査に協力いただいた事務所一覧は日事連にデータがありますので必要であればお申し出ください）。
　
５．推薦事務所の回答方法
　　１）回答期限
令和４年２月２１日（月）厳守
　＊ご回答いただいた内容を整理の上、国土交通省へ提出いたしますので期限を厳守くださいますようお願いいたします。
２）回答方法
別添２「実態調査対象建築士事務所の回答票」（エクセルデータ）に回答ご記入の上、（一社）日本建築士事務所協会連合会・事務局迄へＥメール（sysop@njr.or.jp)でご返送ください。
　　３）入力方法
①カタカナは全角で、数字は半角で入力してください。
②建築士事務所名は、建築士事務所登録を行った名称で正確に入力してください。
③郵便番号及び連絡先電話番号は、ハイフン「-」で区切って半角で入力してください。
④住所は都道府県からビル名まで正確に入力してください。
⑤プルダウンメニューとなっている項目につきましては、プルダウンより該当項目を選択してください。

６．調査の対象となる建築士事務所の整理について
・実態調査の結果に偏りが出ないよう、ご推薦いただきました事務所より事務所規模、業務委託実績等を勘案して整理のうえ、アンケート調査票が送付されます。
※したがって、本会に提出いただいた事務所リストの全てにアンケート調査票が送付されるわけではありませんので、ご理解くださいますようお願いいたします。
　　
７．今後の予定について
①実態調査事務局による推薦候補建築士事務所リストのチェック、調査対象事務所の決定（団体間での重複推薦の整理等）。
②実態調査事務局より実態調査対象事務所へ調査協力依頼書（ウェブサイトＵＲＬ、各事務所に割り当てたＩＤ・パスワード等を同封）等を郵送する（令和４年４月を予定）。
③協力事務所がＷＥＢサイトにアクセスして回答する。

８．備考
（株）市浦ハウジング＆プランニングは、業務報酬基準の改正の検討に当たり、国土交通省から外部委託した機関となります。今後、調査協力依頼書等の郵送等も同社から行う予定とのことですのでご留意ください。
以上
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